
危険物関係法令における加熱式たばこ等の
取扱いに係る検討の進め⽅

資料６

１



消防法の危険物規制の概要について

（消防法上の危険物とは）

○ 消防法では、①火災発生の危険性が大きい、②火災が発生した場合にその拡大の危険性が大きい、
③火災の際の消火が困難であるなどの性状を有する、固体又は液体の物品を「危険物」として指定

※ 消防法第２条第７項
「危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ、同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」

（規制体系）

○ 指定数量（消防法に定める貯蔵又は取扱いを行う場合に許可が必要となる数量）以上の危険物に
ついては、市町村長等の許可を受けた危険物施設で貯蔵し、又は取り扱う必要。
（消防法第９条の４、第10条、第11条）

○ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い等の基準については、各市町
村の火災予防条例で定められており、管轄の消防本部へ届出が必要。
（消防法第９条の４、火災予防条例）
※ 火災予防条例（例）における指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設は、「少量危険物貯蔵取扱施設」という。以下、こ

の資料中「少危施設」という略称を用いる。

【消防法上の危険物の種類とその特性】

※ガス（気体）は含まれない。
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【取扱所】
危険物の製造以外の目的

で、危険物を取り扱う場所

危険物を指定数量以上貯蔵し、又は取り扱うことのできる施設

【製造所】 危険物を製造する目的で指定数量

以上の危険物を取り扱うため市町村長等の許可
を受けた場所

【貯蔵所】
指定数量以上の危険物を貯蔵

する目的で市町村長等の許可を
受けた場所

地下タンク貯蔵所

簡易タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所

屋内タンク貯蔵所

屋外タンク貯蔵所

屋内貯蔵所

屋外貯蔵所

給油取扱所

販売取扱所

移送取扱所

一般取扱所

（参考）消防法上の危険物施設の区分

屋外タンク貯蔵所の例

移動タンク貯蔵所の例

給油取扱所（ガソリンスタンド）の例
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（参考）指定数量について
（指定数量）

○ 消防法第９条の４において、「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量」を指定数
量と定義

○ 危険物の規制に関する政令において、指定数量が定められている。（政令別表第３）

【危険物の規制に関する政令別表第３の概要】

※第４類引火性液体の主な品名について
・特殊引火物：１気圧において発火点が100度以下のもの又は引火点が－20

度以下で沸点が40度以下
・アルコール類：１分子を構成する炭素の原子の数が１個から３個までの飽和

１価アルコールをいう。
・第一石油類：１気圧において引火点が21度未満
・第二石油類：１気圧において引火点が21度以上70度未満
・第三石油類：１気圧において引火点が70度以上２００度未満
・第四石油類：１気圧において引火点が200度以上250度未満
・動植物油類：動物の脂肉又は植物の種子若しくは果肉から抽出したもので

あって、引火点が250未満のもの ４



※ 各自治体で火災予防条例を制定する際に参考とするもの

危険物の規制に関する政令第２４条
（製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準）
第２号
製造所においては、みだりに火気を使用しないこと。

第１３号

可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所又は
可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火
花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。

消防法

第３０条
（指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準）
第１号
危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。

火災予防条例（例）

危険物は、火気等に容易に着火する危険性があることから、危険物施設においては、みだりに火気
を使用しないことや、可燃性蒸気等が滞留するおそれのある場所では、火花を発する機械器具等を
使用しないことと規定されている。
また、少危施設においても、みだりに火気を使用しないこととされている。
※これら規定に違反した場合は、消防法第10条３項違反として罰則が適用される可能性がある。また、業務上必要な注

意を怠り、危険物を流出等させて火災危険が生じた場合、罰則が適用される可能性がある（消防法第39条の３）。

危険物施設等における危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準
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危険物規制に係る検討項目

加熱式たばこ等に関する主な意見

危険物施設や少危施設における加熱式たばこ等の取扱いについて整理する。
（消防法令や火災予防条例（例）の適用関係、施設側の安全管理のあり方等）

検討の目的

（全国消防長会）

○ 加熱式たばこ等が消防法令上の火気に該当するか否かが明確となっておらず、消防
法令上の取扱いについて疑義が生じており、危険物施設関係者への指導や立入検査
時に使用を確認した場合の違反処理について方針を明確にする必要がある。

（ガソリンスタンドの関係事業者団体）

○ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所において使用することについて、消防法上の取
扱いが明確となっておらず、施設運営上、顧客への注意喚起に苦慮している。

○ 従来たばことの見分けがつきにくいため、ガソリンスタンドで喫煙が可能であるという
誤ったメッセージになりかねず、混乱が生じる懸念がある。

※ その他の危険物施設においても、同様の疑義があると想定される。
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検討の進め方

第１回

○ 加熱式たばこ等の構造・仕様等 （資料４）

○ 危険物関係法令の概要及び技術上の基準について

○ 検討の背景及び検討項目

第２回

○ 危険物施設におけるたばこ（従来品、加熱式たばこ等）の運用状況

○ たばこ・ライターに起因する危険物施設での事故事例

○ 加熱式たばこ等の他分野（高圧ガス、航空等）の取扱い状況

○ 検討の論点の整理

第３回

○ とりまとめ

※特段、検証実験は行わない。
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